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問 市・環境保全課　☎42-1806

問 市・政策調整課　☎42-1809

　▼収集の申し込みは収集日２日前の 15：00までにお願いします。
　　１４日㈬　大町、瀬越町、港町、明元町、幸町、本町
　　１５日㈭　寿町、礼受町、浜中町、沖見町、平和台
　　１６日㈮　見晴町、宮園町、錦町、開運町、栄町
　　２１日㈬　三泊町、塩見町、春日町、元町、船場町、花園町、末広町、旭町
　　２２日㈭　住之江町、泉町、野本町、千鳥町、元川町、神居岩、堀川町、高砂町、五十嵐町
　　２３日㈮　東雲町、緑ケ丘町、南町、潮静、大和田、藤山町、幌糠町、中幌、樽真布、南幌、峠下町、東幌
問 申 留萌南部衛生組合 ☎43-2555
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ごみ減量のコツごみ減量のコツ ［vol.26］

　新たなごみの分別になった平成25年度のごみ処理量、指定ごみ袋の経費がまとまりましたのでお
知らせします。皆さんのご協力により、ごみの排出量が減っていることを心から感謝いたします。

※ごみ全体の排出量は、変更前の平成24年
度は7,000ｔでしたが、新たな分別に変更し
た平成25年度は6,719ｔで、281ｔ、およ
そ４％減少しています。

※ごみの排出量を、１世帯で使用した指定ごみ袋に換算した経費は、平成24年度は7,662円でした
が、平成25年度は2,936円とおよそ60％減少しています。
■経費の減少理由　指定ごみ袋→単価が安くなったこと。
　　　　　　　　　生　ご　み→新聞紙を使用しなくなったこと。
　　　　　　　　　可 燃 ご み→資源として新たに分別することになった６種類が、「透明・半透明　　
　　　　　　　　　　　　　　　の袋」を使用するようになったこと。
　　　　　　　　　不 燃 ご み→金属類を資源として新たに分別するようになったこと。
◯今後も、ごみの減量に、より一層のご協力をお願いします。

※家庭から排出される１人１日当たりのご
み量は、変更前の平成24年度は560ｇでし
たが、新たな分別に変更した平成25年度は
503ｇと大きく減少しています。

●ごみ処理量の推移について

●１世帯当たりの指定ごみ袋の経費について

1月の粗大ごみ収集日

①ごみの排出量
年　　度 平成24年度 平成25年度
ごみ排出量 7,000t 6,719t
前年度比較 ▲29t ▲281t

年　　度 平成24年度 平成25年度
生 ご み（12ℓ用） ＠125円×15.10枚＝1,887円 ＠80円×13.70枚＝1,096円
可燃ごみ（40ℓ用） ＠125円×28.34枚＝3,542円 ＠80円×10.83枚＝　866円
不燃ごみ（40ℓ用） ＠155円×14.41枚＝2,233円 ＠80円×12.18枚＝　974円

合　　計 7,662円 2,936円

②家庭からのごみ量（１人１日当たり）
年　　度 平成24年度 平成25年度
ごみ排出量 560g 503g
前年度比較 30g ▲57g

　歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方四島（北方領土）
は、祖国復帰がいまだに実現していません。
　北方領土の１日も早い返還を実現させるためには、粘り
強い返還運動を行っていくことが大切です。
　署名を通じて、皆さんの意思を北方領土返還実現に反映
させましょう。署名にご協力ください。

●署名コーナー
日 １月21日㈬～２月20日㈮ （土日・祝日除く）
　　８：50～ 17：20
所 市役所１階市民ラウンジ
●北方領土復帰期成同盟会留萌地方支部主催パネル展
　（署名コーナーもあります）
日 ２月２日㈪～ 11日㈬
所 中央公民館ロビー

2月７日は「北方領土の日」です


